175　クラウディア・マーラー博士（高齢者のすべての人権の享受に関する国連独立専門家） 
2026年7月の第1回IGWG会合に向けた意見募集への寄稿

特別報告者の任務をもつ者の観点からみて、これは画期的な出来事です。私はこの機会に、特別報告者として大きく声を上げ、高齢者の権利に関する条約こそが私たち全員にとって最も強力かつ包括的な保護手段であることを改めて確認したいと思います。それは、高齢化は誰にとっても現実だからです。ニューヨークでの14年間、様々な立場で、また、すべての人権の享受に関する国連独立専門家としてジュネーブで、このプロセスの発展に貢献できたことは光栄です。人権理事会決議58/13の採択は、複数の世界的危機が渦巻くこの時期において、重要な節目となります。またこの決議は、武力紛争や気候変動に起因する災害の状況下で、そしてエイジズムや年齢による差別に直面する中で、高齢者が自らの権利を十分に享受できないことが多々あるという現実を浮き彫りにしています。

したがって、私たちがゼロから始めるわけではないことを改めて強調できることを嬉しく思います。ニューヨークでの14年にわたる議論に加え、人権理事会における具体的なテーマを通じた取り組みにより、確固たる基盤が築かれています。これには、他の国連機関との連携やテーマ別報告書を通じた意識向上キャンペーンが含まれます。また、私はテーマ別報告書や国別報告書の評価を通じて、高齢者の生活の実態を明らかにしてきました。こうした貢献は、概念的な転換の必要性を浮き彫りにしています。すなわち、すべての高齢者は人生の最期まで権利の保有者であること、高齢期においても人格が損なわれることはないこと、そして高齢者は自らの権利を主張する能動的な主体であると同時に、社会の積極的な一員であることを認識することです。同時に、私たちはこのグループ内の多様性を認め、多くの高齢者が人権を十分に享受することを妨げる、大きなリスクや構造的なバリア（障壁）に直面している事実に常に留意しなければなりません。

求められている主要な質問および意見の種類

質問1. 高齢者の人権に関する国際的な法的拘束力のある文書は、どのような包括的な枠組みに基づいて策定されるべきか？さらに、高齢者がすべての人権および基本的自由を完全かつ平等に享受する権利保有者であるという認識を、その文書が最も適切に反映し、強化するにはどうすべきか？

高齢者の権利に関する新たな国際的な法的拘束力のある文書は、包括的なものでなければなりません。その目的の一つは、現在の固定観念に異議を唱え、すべての人が生涯を通じて人格的尊厳を保てるよう、変革に向けた全体的なビジョンを提示することにあります。この条約は、現在の困難な時代だけでなく、今後数十年にわたってその目的に適うよう起草されなければならず、したがって、実質的な権利、国家の義務、および説明責任に関する国内・国際的な枠組みを含めなければなりません。

人権条約のみが、高齢者の権利が社会のすべての関係者によって平等に尊重されることを保障するために必要な権威、法的確実性、普遍性をもたらすことができます。包括的な枠組み全体は、権利に基づくアプローチに沿ったものでなければなりません。新たな法的文書は、すでに多岐にわたる国連の人権分野における平等に関する条約群に整合するものでなければなりません。高齢者の権利に関する法的拘束力のある文書は、高齢者が他の人々と同等の立場であらゆる権利を享受できるよう、平等原則が適用されることを規定するとともに、既存の不備や欠陥を埋めることによって、既存の人権枠組みを補完するものでなければなりません。

この条約が実際に高齢者の実情に沿ったものとなるために、策定プロセスそのものへの、高齢者とその代表組織による有意義な参加を保障しなければなりません。そのため、あらゆる公式な議論への参加とともに、起草委員会、専門家パネル、作業部会に、高齢者団体の代表者を参加させる必要があります。

法的拘束力を持つこの文書は、高齢期のすべての人を保護し、現在および将来にわたるその多様性を全面的に反映するものでなければなりません。また、既存の断片的で包括的でない人権枠組みでは十分にカバーされていない重要な要素、すなわち現行の基準下では暗黙的には保護されていても明示的には保護されていない分野にも対処すべきです。この文書が実効性を発揮するためには、真に普遍的に適用され、社会に有意義な影響を与え、より包摂的で、敬意に満ち、高齢化を受け入れる社会を形成することに寄与できなければなりません。

この新たな法的拘束力のある文書の主要な目標の一つは、中核的な条約における交差性に関する現在の欠落を埋めることです。2つ以上の理由が交差した結果差別が生じ得ることを認め、明確にするとともに、高齢期において不平等が深刻化することを考慮に入れることです。年齢に基づく差別は、他の理由に基づいて既に生じている差別に加算的または累積的に作用し得ます。

この新たな法的拘束力のある文書は、性別と年齢、障害と年齢、LGBTIと年齢など、重要な交差性に対処する機会を提供します。これらは、それぞれの交差性に焦点を当てた別々の実質条項で扱うことも、主要な交差性をすべて包含する単一の条項を策定することも可能です。

質問2. 高齢者の権利を効果的に保護するために、法的拘束力のある文書はどのような中核的な原則に基づくべきか？さらに、この法的拘束力のある文書は、高齢者の既存の人権を再確認すると同時に、あらたに規範的発展が必要な問題や課題（ギャップ）を明確に特定し、対処するにはどうすればよいか？

この新たな法的拘束力のある文書は、既存の国連人権条約および高齢者の人権に関連するその他の文書に具現化された、あらゆる人権と基本的自由を基盤とすることによって、高齢者の権利に対する最強の保護をもたらすことになります。起草過程においては、この文書が既存の人権の範囲や実施を縮小・損なうことのないよう、また、現行の人権枠組みの下で保障されている人権の保護水準を低下させるような例外、制限、または制約を許容しないよう、確実にしなければなりません。

また、この文書には、現行の人権枠組みでは十分に扱われていない、あるいは十分に対処されていない権利の分野や側面も盛り込まれるべきです。これには、高齢者の年齢による差別、暴力、虐待、ネグレクト、搾取、生涯学習、人工知能、労働と経済的独立、デジタルアクセスとインクルージョン、緩和ケアへのアクセス、気候変動、高齢者と災害、人道上の緊急事態および紛争状況など、独立専門家の報告書で取り上げられてきた課題が含まれますが、これらに限定されません。

さらに、この文書は、尊厳、平等と無差別、自律と独立、参加、包摂といった中核的な原則に立脚していなければなりません。また、高齢者の多様性と不均一性を肯定し、加齢の経験が、性別、障害、社会的・経済的地位、民族、移民の地位、その他の要因によって異なることを認識すべきです。特に、貧困、暴力、排除の影響を不釣り合いに受けやすい高齢女性の具体的な状況を含め、交差的な形態の差別には細心の注意を払わなければなりません。高齢者が効果的に権利を主張し、権利侵害に対する救済が得られるよう、司法へのアクセスにおける平等を確保することが不可欠です。
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また、この文書は、高齢者を単なるケアの受け手や支援の受益者としてではなく、権利の保有者であり、社会における能動的な主体かつ貢献者として認識することによって、主体的な生き方を促進すべきです。生涯を通じての自律と独立した生活を支える保障措置と並行して、社会的、経済的、文化的、政治的活動への有意義な参加と包摂が保証されなければなりません。これらの原則を組み込むことで、この文書は高齢化に対する社会の意識を変革し、現在および将来の世代のために、より包摂的で公平かつ強靭な社会を育みます。

この法的拘束力のある文書における監視は、効果的かつ効率的なものでなければなりません。これは、現代的でありながら依然として効果的という、新たな監視アプローチを生み出す機会です。それは国家レベルでのより良い実施につながります。

質問3. 法的拘束力のある文書は、明確性と実効性を確保するために、どのような全体構成（structure）や設計枠組み（architecture）を採用すべきか？例えば、前文、定義、一般原則、一般的義務、具体的権利、および実施規定を含めるべきか？

組織会議（訳注　2026年2月のIGWGの会議）で既に詳述した通り、私は、地域的および国際的な既存の条約を検討することを提案しています。一つの構成例は以下の通りです：

1. 前文
2. 目的および適用範囲
3. 定義および条約の基礎となる一般原則
4. 条約全体に適用される締約国の一般的義務　
5. 本条約に盛り込むべき具体的な人権
6. 実施、監視、説明責任のメカニズムおよび救済
7. データ収集の確保
8. 形式上および事務的事項




（翻訳：佐藤久夫、高田清恵）
